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減災対策協議会（筑後川上流圏域）

１）情報提供

・流域治水プロジェクトの今後の進め方
・災害対策基本法等の一部改正の概要
・避難情報に関するガイドライン
・令和2年7月 球磨川災害
・広域避難について（事例）
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緊急行動計画 H28～R2 （５か年）

「流域治水プロジェクト」の今後の進め方について

水防法 河川法 流域に関する対策

水防災意識社会の再構築 (大規模氾濫減災協議会 国管理河川１２９協議会)

流域治水 (流域治水協議会 国管理河川１１８協議会)

流域治水プロジェクト R3～

避難・水防対策
避難計画、防災教育、水位情報の強化、水防体制の充実など R2概ね完了見込み

危機管理型ハード対策等
地域の取組方針

※未達成のものは要因を分析し、流域治水プロジェクトとして位置づける

河川対策の検討
河川整備、ダム建設など 下水道、流出抑制、土地利用・住まい方の工夫、

浸水拡大抑制、利水ダムの活用など

流域対策の検討

R3以降

大規模氾濫減災協議会

避難・水防対策
地域の取組方針

避難計画、防災教育、水位情報の強化、水防体制の充実など

○ 水防災意識社会の実現に向け、令和2年度を目標として、円滑かつ迅速な避難・被害軽減のための取り組

み等について「緊急行動計画」として取りまとめ着実に推進してきた。このうち、危機管理型ハード対策につい
ては、令和2年度までにおおむね完了した。

○ 緊急行動計画に含まれていた避難や水防対策については、引き続き、大規模氾濫減災協議会において「地
域の取組方針」を作成するとともに、これを各河川で進められている「流域治水プロジェクト」に位置付けること
で、あらゆる関係者との密接な連携体制のもと、防災・減災の取組を継続的に推進していく。

※１
大規模氾濫減災協議会では、緊急行動計画に危機管
理型ハード対策（河川法に係るもの）を位置づけ取
り組んできたが、R2に概ね完了するため、R3以降は、
避難・水防対策の更なる充実を図る。

※２

※１

※２
R3以降、大規模氾濫減災協議会では、避難・水防対
策の更なる充実を図る。流域治水協議会は、大規模
氾濫減災協議会等における取組の状況等を確認・点
検し 、流域治水プロジェクトに記載する。
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災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要
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1）避難勧告・避難指示の一本化
2）個別避難計画の作成の努力義務
３）広域避難に関する取組の推進



避難情報に関するガイドライン
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http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/

内閣府 防災情報のページ 避難情報に関するガイドライン

参照（内閣府）避難に関するガイドライン（説明資料）



災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要

6参照（内閣府）避難に関するガイドライン（説明資料）

氾濫開始相当水位

氾濫（越水・溢水）が発生する水位



避難確保計画作成状況
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令和2年10月31日時点

県別
対象要配慮者

利用施設
（箇所）

避難確保計画作成済
要配慮者利用施設

（箇所）
作成済（%）

福岡県 3,470 1,640 47

佐賀県 560 206 37

長崎県 370 218 59

熊本県 2,538 1,900 75

大分県 1,524 990 65

宮崎県 1,720 794 46

鹿児島県 927 432 47

沖縄県 17 4 24

全体（九州） 11,126 6,184 56

全国 88,601 55,075 62

参照：国土交通省ＨＰ
要配慮者利用施設の浸水対策

要配慮者利用施設 避難確保計画

平成29年度 水防法等の一部改正

要配慮者利用施設の管理者
避難確保計画作成 義務化

表-1 県別 作成状況

浸水想定区域

土砂災害区域

浸水想定区域
土砂災害区域

避難確保計画が必要



避難確保計画の促進
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国土交通省 指針・ガイドライン等 避難確保計画作成の手引き

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html#tebikisuibouhou

引用： 国土交通省HP 避難確保計画の手引き



令和2年7月 球磨川災害
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○球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」では
入所者14名が死亡

○土砂災害に関する避難確保計画を作成したが
水害に対する計画なし

○年2回の避難訓練を実施

引用：令和2年7月豪雨第1回球磨川検証委員会説明資料（R2.8.25）



令和2年7月 球磨川災害
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広域避難について（事例）
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広域避難について（事例）
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２）減災対策協議会での取り組み

13

・令和2年度までの取組内容について（別紙）

・新たな取組目標について

http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/site_files/daikibogensaikyougikai/160516-4.pdf
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/site_files/daikibogensaikyougikai/160516-4.pdf


新たな取組目標【筑後川上流圏域】

■目標達成に向けた３本柱の取り組み

１．住民が自ら早期に避難行動を起こすための水防災意識の醸成（教育・訓練）の取り組み

２．広域的な防災情報共有と効率的かつ的確な避難情報発信による迅速か
安全な避難行動の取り組み

３．災害時の被害を最小化するための着実なハード整備と防災体制の強化
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■ ５年間で達成すべき目標

平成24九州北部豪雨災害等の近年洪水の経験を踏ま
え、さらにこれを超える大規模災害に対し、「効率的か
つ的確な情報伝達と地域ぐるみの避難行動による逃げ
遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を目指す



減災対策協議会（筑後川中下流圏域）

参考資料
•水害リスクラインについて

•重ねるハザードマップ

•緊急速報メール

•逃げなきゃコール
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市町村向け水害リスクラインについて（1/2）

洪水時の河川の状況を的確に把握し、氾濫がいつ、どこで発生しうるかという洪水の切迫性（危険
度）をわかりやすく発信することを目的としています。

観測所水位
（ポップアップ）

観測所水位
（ポップアップ）

浸水想定区域図
（スクロール拡大）

カメラ画像
（ポップアップ）

アウトプットイメージ現行の危険度表示（川の防災情報）

・水害リスクラインが示す河川の状況は、実際の状況と異なる場合
があるので、水位情報、河川カメラ等とともに活用下さい。

・水害リスクラインの情報は、現行の洪水予報を補足する情報として
提供します。従って、これまでどおり河川情報やホットラインなどとと
もに、総合的に判断し避難勧告等の発令の判断を行って下さい。

注意事項及び取り扱い（活用）

県管理河川対象

直轄管理河川対象

水害リスクラインで示す洪水危険度は、避
難情報等の５段階のレベルと関連させて
います。 ↓↓↓
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市町村向け水害リスクラインについて(2/2)
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6時間先の水位予測を表示

レイアウトイメージ



重ねるハザードマップ
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緊急速報メール
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※メール配信は、国土交通省が発信元となり、携帯電話事業者が提供する「緊急速報メール」のサービスを利用して洪水情
報を携帯電話ユーザーへ周知するものであり、洪水時に住民の主体的な避難を促進する取り組みとして国土交通省が実施
するものです。



緊急速報メール
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緊急速報メール
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緊急速報メール
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